
                                     

パシフィコ横浜に対する支援について 

 

 
１ 支援額の令和４年度実績 

土地貸付料について、3.3 割減額 

 
２ 事業開始以来の目的別支援額 

・出資 41 億円 
・民活法による施設整備費補助金 1,504 百万円 
（内、国費 996 百万円、市費 508 百万円） 

・国立国際会議場関連施設（マリンロビー）補助（平成 20 年度に終了） 
 建設費元利補助 12,587 百万円、運営費補助 1,090 百万円 

・損失補償の設定  
令和４年度末損失補償 1,872 百万円 

・土地減額貸付 
    平成 3 年 7 月～：9 割減額 

平成 13 年 7 月～：8 割減額 
平成 18 年 4 月～：5 割減額 
平成 23 年 4 月～：2.5 割減額 
令和 3 年 4 月～：3.3 割減額 

  ・直接貸付金 
    16,000 百万円 

 
３ 今後予定している支援 

大規模改修工事をパシフィコ横浜が自ら実施するための支援として、土地 
貸付料減額を継続しています。 


